
提

出

者

大

出

彰

平
成
十
五
年
二
月
十
七
日
提
出

質

問

第

二

一

号

芸
能
関
係
者
の
労
働
者
性
判
断
基
準
に
つ
い
て
の
政
府
解
釈
に
関
す
る
質
問
主
意
書
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芸
能
関
係
者
の
労
働
者
性
判
断
基
準
に
つ
い
て
の
政
府
解
釈
に
関
す
る
質
問
主
意
書

昨
年
十
二
月
二
十
日
に
受
領
し
た
、
芸
能
関
係
者
の
労
働
者
性
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書
に
よ
る
と
、
政
府
は
芸
能

関
係
者
が
労
働
基
準
法
第
九
条
に
規
定
す
る
労
働
者
で
あ
る
か
否
か
を
判
断
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
平
成
八
年
に
発
表
さ
れ
た

労
働
基
準
法
研
究
会
労
働
契
約
等
法
制
部
会
労
働
者
性
検
討
専
門
部
会
の
報
告
「
建
設
業
手
間
請
け
従
事
者
及
び
芸
能
関
係
者

に
関
す
る
労
働
基
準
法
の
『
労
働
者
』
の
判
断
基
準
に
つ
い
て
」
（
以
下
部
会
報
告
）
に
示
さ
れ
た
労
働
者
判
断
基
準
を
参
考

と
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

以
下
、
部
会
報
告
の
内
容
に
関
す
る
政
府
の
解
釈
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

一

部
会
報
告
の
中
の
、
「
�

判
断
基
準－
�

使
用
従
属
性
に
関
す
る
判
断
基
準－

（
�
）
指
揮
監
督
下
の
労
働－

ハ

拘
束
性
の
有
無
」
に
は
、
「
勤
務
場
所
が
ス
タ
ジ
オ
、
ロ
ケ
ー
シ
ョ
ン
現
場
に
指
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
業
務
の
性
格
上

当
然
で
あ
る
の
で
、
こ
の
こ
と
は
直
ち
に
指
揮
監
督
関
係
を
肯
定
す
る
要
素
と
は
な
ら
な
い
。
」
と
あ
る
。

（
�
）

こ
こ
に
お
け
る
「
業
務
の
性
格
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
と
解
釈
し
て
い
る
の
か
。

（
�
）

「
業
務
の
性
格
上
当
然
で
あ
る
こ
と
」
と
「
指
揮
監
督
関
係
を
肯
定
す
る
要
素
と
は
な
ら
な
い
こ
と
」
と
の
因
果

関
係
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
し
て
い
る
の
か
。

一



（
�
）

「
勤
務
場
所
が
ス
タ
ジ
オ
、
ロ
ケ
ー
シ
ョ
ン
現
場
に
指
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
」
が
、
多
く
の
芸
能
関
係
業
務
に
お

い
て
一
般
的
で
あ
る
こ
と
は
容
易
に
想
像
し
う
る
。
大
半
の
芸
能
関
係
者
に
と
っ
て
そ
の
よ
う
な
労
働
市
場
し
か
存

在
し
な
い
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
の
判
断
基
準
は
指
揮
監
督
関
係
を
肯
定
す
る
要
素
を
限
定
的
に
し
す
ぎ
る
感
が
否

め
な
い
と
考
え
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
政
府
は
ど
う
考
え
る
か
。

二

「
�

判
断
基
準－

�

使
用
従
属
性
に
関
す
る
判
断
基
準－

（
�
）
指
揮
監
督
下
の
労
働－

ロ

業
務
遂
行
上
の
指
揮

監
督
の
有
無－

（
イ
）
業
務
の
内
容
及
び
遂
行
方
法
に
対
す
る
指
揮
命
令
の
有
無
」
に
は
「
俳
優
や
ス
タ
ッ
フ
な
ど
、
芸
術

的
・
創
造
的
な
業
務
に
従
事
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
業
務
の
性
質
上
、
そ
の
遂
行
方
法
に
つ
い
て
あ
る
程
度
本
人
の
裁
量
に

委
ね
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
か
ら
、
必
ず
し
も
演
技
・
作
業
の
細
部
に
至
る
ま
で
の
指
示
を
行
わ
ず
、
大
ま
か
な
指
示
に
と
ど

ま
る
場
合
が
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
直
ち
に
指
揮
監
督
関
係
を
否
定
す
る
要
素
と
な
る
も
の
で
は
な
い
。
」
と
あ
り
、
芸
能

関
係
者
の
職
業
上
の
特
殊
性
か
ら
く
る
芸
術
的
裁
量
性
を
認
め
て
い
る
。

し
か
し
一
方
で
、
「
�

事
例－

（
事
例
�
）
撮
影
技
師
Ｂ－

�

『
労
働
者
性
』
の
判
断－

（
�
）
使
用
従
属
性
に
つ

い
て
」
に
お
い
て
は
、
「
業
務
の
遂
行
方
法
に
つ
い
て
一
方
的
な
指
示
を
受
け
る
こ
と
は
な
く
、
本
人
の
裁
量
の
余
地
が
大

き
い
こ
と
」
か
ら
こ
の
事
例
で
は
使
用
従
属
性
は
な
い
も
の
と
さ
れ
、
そ
れ
が
労
働
者
性
を
弱
め
る
要
素
と
し
て
扱
わ
れ
て

二



い
る
。

部
会
報
告
中
の
上
記
二
つ
の
部
分
の
整
合
性
に
つ
き
政
府
の
解
釈
を
示
さ
れ
た
い
。

三

「
�

は
じ
め
に
」
に
は
「
俳
優
が
い
わ
ゆ
る
プ
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
等
に
所
属
し
、
そ
れ
と
の
間
に
労
働
契
約
関
係
が
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
場
合
、
あ
る
い
は
、
ス
タ
ッ
フ
が
、
製
作
会
社
か
ら
業
務
を
請
け
負
う
会
社
に
雇
用
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら

れ
る
場
合
も
存
す
る
が
、
そ
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
は
こ
の
判
断
基
準
で
は
念
頭
に
置
い
て
い
な
い
。
」
と
あ
り
、
こ
の
部
会
報

告
が
フ
リ
ー
の
芸
能
関
係
者
の
み
を
対
象
と
し
た
限
定
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

政
府
と
し
て
は
今
後
、
そ
の
他
の
芸
能
関
係
者
も
含
め
た
統
一
的
な
労
働
者
性
判
断
基
準
を
つ
く
る
用
意
は
あ
る
か
。
あ

る
な
ら
ば
、
そ
の
具
体
的
日
程
等
の
詳
細
を
、
な
い
な
ら
ば
、
そ
の
理
由
を
説
明
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

三


